
 
 

 

ユニボイス 

配置場所 

ご記入にあたってのお願い 

●この調査は、茨木市にお住まいの 18 歳以上の市民の皆様の中から無作為に抽出した 2,000 人の方

を対象として行っています。ご回答いただきました内容は、統計的な分析にのみ使用するものであり、そ

れ以外の目的には使用しません。また、名前の記入も不要です。 

●お答えは必ず、あて名の方ご自身のお考えをご記入ください。 

●回答は質問ごとに用意した答えの中から、あなたのお考えに近いものの番号に○をつけてください。質問によ

って、複数選んでいただく場合があります。「その他」にあてはまる場合は、（  ）内になるべく具体的にご記

入ください。 

●記入された調査票は、同封の返信用封筒(切手不要)で●月●日(●)までにご返送ください。 

●本調査は、この調査票に記入するほか、インターネット上の回答フォームにアクセスして回答することができま

す。裏面の「インターネットによる回答方法」をごらんください。 

 

茨木市男女共同参画に関する市民意識調査

ご協力のお願い 
 

 

市民の皆様には、日頃から市政の推進にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

本市では、「第２次茨木市男女共同参画計画」（平成 24 年度～令和 3 年度）のもと、男女がお互

いの人権を尊重し、性別にかかわらず、社会のあらゆる分野の活動に参画する男女共同参画社会の

実現をめざして、さまざまな施策に取り組んでいます。 

このたび、「第３次茨木市男女共同参画計画」の策定にあたり、より一層の施策の推進を図るため、

広く市民の皆様の意見をお聞きしたいと市民意識調査を実施することといたしました。ご多忙のことと

は思いますが、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申しあげます。 
 

令和３年●月 

茨木市長  福岡 洋一 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合先  茨木市 市民文化部 人権・男女共生課 

電 話  ０７２（６２０）１６４０（直通） ＦＡＸ  ０７２（６２０）１７２５ 

メール  jinken@city.ibaraki.lg.jp      



 
 

 

ユニボイス 

配置場所 

  

 

インターネットによる回答方法 
 

本調査は無記名調査です。 

調査票に貼り付けている数字は、返信された紙の調査票とインターネット回答との重複をチェックする

ために設定しているものであり、個人情報と結びついているものではありません。 

この番号で宛名の方が特定されることはありません。 

 

 

【注意】 

 ご回答は、宛名（または代理のご家族）の方が、紙の調査票への記入またはインターネット回答

のいずれか一方を選んでください。 

 インターネットで回答された方は、調査票の記入・送付は不要です。 

 両方に回答された場合は、一方の回答が無効となります。 

 

＜インターネット回答方法＞ 

１．下記 URL を入力するか右のＱＲコードを読み取り、 

インターネット回答ページへアクセスしてください。 

【インターネット回答ページ URL】 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/***/ 

 

２．トップページにアクセスしていただき、下記のＩＤ・パスワードを入力の上、 回答を始める をクリック

してください。 

調査票の回答ページが表示されたら、順番に該当する番号にチェックを入れてください。 

 

ＩＤ 
 

パスワード 
 

 

３．入力が終わったら、確認ページで回答内容を確認して、 送信する を押してください 

 

４．インターネットでの回答は１回限りです。回答を送信されると、その後の修正はできませんので、ご

注意ください。 

 

 

 

 

 

ダミー 
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ユニボイス 

配置場所 

問１ あなたは、男女の地位がどの程度平等になっていると思われますか。次の分野で、あてはまる番号に○

をつけてください。（○はそれぞれ１つ） 
 

 

男
性
の
方
が
非
常
に

優
遇
さ
れ
て
い
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

男
性
の
方
が 

優
遇
さ
れ
て
い
る 

平 
等 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

女
性
の
方
が 

優
遇
さ
れ
て
い
る 

女
性
の
方
が
非
常
に

優
遇
さ
れ
て
い
る 

ア 法律や制度のうえでは １ ２ ３ ４ ５ 

イ 社会の慣習やしきたりでは １ ２ ３ ４ ５ 

ウ 自治会などの地域活動では １ ２ ３ ４ ５ 

エ 学校生活では １ ２ ３ ４ ５ 

オ 雇用の機会や職業の選択では １ ２ ３ ４ ５ 

カ 賃金や待遇では １ ２ ３ ４ ５ 

キ 家庭生活では １ ２ ３ ４ ５ 

ク 政治・経済活動では １ ２ ３ ４ ５ 

ケ 社会全体では １ ２ ３ ４ ５ 

 

問２ あなたは、「男は仕事、女は家庭」という考え方についてどう思いますか。（○は１つ） 

 

 

 

 

 

 

《問２で、「１．賛成」「２．どちらかといえば賛成」と答えた方におたずねします。》 

問３－１ それはなぜですか。（○はいくつでも） 

 

   

 １． 女性が家庭を守った方が、子どもの成長などにとって良いと思うから 

 ２． 家事・育児・介護と両立しながら、女性が働き続けることは大変だと思うから 

 ３． 男性が外で働いた方が、多くの収入を得られると思うから 

 ４． 日本の伝統的な家族のあり方だと思うから 

 ５． 自分の両親も役割分担していたから 

 ６． その他（具体的に                                                          ） 

 ７． わからない 

 １． 賛成      ２． どちらかといえば賛成 

 ３． どちらかといえば反対     ４． 反対 

 ５． わからない 
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ユニボイス 

配置場所 

《問２で、「３．どちらかといえば反対」「４．反対」と答えた方におたずねします。》 

問３－２ それはなぜですか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《全員におたずねします。》 

問４ 家庭における様々な役割について、おたずねします。あなたは以下のことがらをどのように分担するの

がよいと思いますか。（〇はそれぞれ１つ） 

 

主
に
男
性
が
担
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
男
性
が
担
う 

男
女
が
同
じ
程
度 

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
女
性
が
担
う 

主
に
女
性
が
担
う 

ア 生活費をかせぐ １ ２ ３ ４ ５ 

イ 日々の家計の管理をする １ ２ ３ ４ ５ 

ウ 日常の買い物 １ ２ ３ ４ ５ 

エ 食事のしたく、後片付け １ ２ ３ ４ ５ 

オ 洗濯（洗濯物干し・たたみを含む） １ ２ ３ ４ ５ 

カ 掃除 １ ２ ３ ４ ５ 

キ 老親や病身者の介護・看護 １ ２ ３ ４ ５ 

ク 子どもの教育としつけ １ ２ ３ ４ ５ 

ケ 学校行事への参加 １ ２ ３ ４ ５ 

コ 乳幼児の世話 １ ２ ３ ４ ５ 

サ 自治会、町内会など地域活動への参加 １ ２ ３ ４ ５ 

   

 １． 固定的な男性と女性の役割分担の意識を押し付けるべきではないから 

 ２． 女性が働いて能力を発揮した方が、個人や社会にとって良いと思うから 

 ３． 男性も女性も働いた方が、多くの収入が得られると思うから 

 ４． 男女平等に反すると思うから 

 ５． 家事・育児・介護と両立しながら、女性が働き続けることは可能だと思うから 

 ６． 自分の両親もともに働いていたから 

 ７． その他（具体的に                                                          ） 

 ８． わからない 
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ユニボイス 

配置場所 

問５ あなたは、「女性であること」または「男性であること」によって、負担感や生きづらさを感じたことがあり

ますか。（〇は1つ） 

 

 

 

 

《問５で、「ある」と答えた方におたずねします。》 

問６ それは、どのようなときに感じましたか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《全員におたずねします。》 

問７ 新型コロナウイルス感染症の生活への影響についておたずねします。新型コロナウイルス感染症拡大

以前（概ね2020年3月以前）と、現在の仕事や生活の状況を比べて、次のようなことがありますか。

（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 １． ある    ２． ない    ３． わからない 

 １． なにかにつけ「男だから、女だから」「男のくせに、女のくせに」と言われる 

 ２． 自分のやりたい仕事を自由に選べないことがある 

 ３． 仕事と家事・育児・介護を両立する負担が大きい 

 ４． 「妻子を養うのは男の責任だ」と言われる 

 ５． 「男なのに酒が飲めないのか」「力が弱い」「運動が苦手だ」とバカにされたり、からかわれる 

 ６． 仕事の責任が大きい、仕事ができて当たり前だと言われる 

 ７． 責任のある仕事を任せてもらえない、決定権のある役職に就けない 

 ８． 家事、育児ができて当たり前と言われる 

 ９． 女性はやさしくて、よく気がつき、従順であることを求められる 

10． その他（具体的に                                                            ） 

 １． 就業時間が増えた           ２． 就業時間が減った 

 ３． 在宅勤務やテレワークが増えた          ４． 時差出勤など柔軟な働き方になった 

 ５． 残業が増えた            ６． 残業が減った 

 ７． 自分の収入が増えた           ８． 自分の収入が減った 

 ９． 転職した           10． 仕事を失った 

11． 家計収入が増えた          12． 家計収入が減った 

13． 家事や育児、介護の負担が増えた        14． 家事や育児、介護の負担が減った 

15． 家庭内のけんかやいいあらそいが増えた        16． 家庭内のコミュニケーションがよくなった

17． 精神的に不安定になった、イライラすることが増えた 

18． 生活に対する不安が大きくなった 

19． 上記のどれもない 
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ユニボイス 

配置場所 

問８ 子育てについて、あなたの考え方に近いものはどれですか。（○はそれぞれ１つ） 
 

 そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ

う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ

う
思
わ
な
い 

そ
う
思
わ
な
い 

わ
か
ら
な
い 

ア 性別にこだわらず、子どもの個性を伸ばす方がよい １ ２ ３ ４ ５ 

イ 言葉使いや仕草など、女の子は女の子らしく、男の

子は男の子らしく、しつけるのがよい 
１ ２ ３ ４ ５ 

ウ 子どもが３歳くらいまでは母親が育てた方がよい １ ２ ３ ４ ５ 

 

問９ 学校教育や学校生活のなかで、男女共同参画をすすめるために、どのような取組が必要だと思います

か（〇は3つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※セクシュアルマイノリティ･･･セクシュアルマイノリティ（性的少数者）を表す言葉の一つとして、次の言葉の頭文字

をとって組み合わせた「LGBT」が使われることもあります。 

L:レズビアン（女性を好きになる女性）、G：ゲイ（男性を好きになる男性）、B：バイセ

クシュアル（男女どちらも好きになる人）、T：トランスジェンダー（出生時に割り当てら

れた性別と異なる性別を生きる人/生きたい人） 

また、現在は、Q：クイア、クエスチョニングなど（自分の性別や、好きになる相手の性

別を決めていない人など「ＬＧＢＴ」だけでは表せないセクシュアルマイノリティ）を含

めて「LGBTQ」と表現することが増えています。   

 １． 男女（ジェンダー）平等に関する教職員研修を充実する 

 ２． 校長や教頭に女性を増やしていく 

 ３． 学校生活の中で、性別による固定的な役割分担を行わない 

 ４． 性別にかかわらず、個人の能力、個性、希望に応じたチャレンジができる雰囲気づくりをする 

 ５． 自分の心と体を大切にし、相手も大切にする性教育の充実に努める 

 ６． セクシュアルマイノリティ※についての理解を深める 

 ７． 保護者会などを通じて男女（ジェンダー）平等教育への保護者の理解を深める 

 ８． その他（具体的に                                                            ） 

 ９． 学校教育の中で取り組む必要はない 
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ユニボイス 
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問10 あなたは、生活の中で「仕事」、「家庭や地域活動」、「個人の生活」で何を優先しますか。あなたの希

望と現実（現状）に最も近いものをそれぞれ１つお答えください。 

 
※「仕事」・・・・・・・週１時間以上働いていること。フルタイム、パート、アルバイト、嘱託などは問わない 

「家庭や地域活動」・・家族と過ごす、家事、育児、介護・看護、地域活動など 
「個人の生活」・・・・学習・研究（学業も含む）、趣味・娯楽、スポーツなど  

＜希望＞ 

（○は１つ） 

１． 「仕事」を優先したい 

２． 「家庭や地域活動」を優先したい 

３． 「個人の生活」を優先したい 

４． 「仕事」と「家庭や地域活動」を優先したい 

５． 「仕事」と「個人の生活」を優先したい 

６． 「家庭や地域活動」と「個人の生活」を優先したい 

７． 「仕事」と「家庭や地域活動」と「個人の生活」の３つとも大切にしたい 

８． その他（具体的に                                                ） 

９． わからない 

＜現実＞ 

（○は１つ） 

１． 「仕事」を優先している 

２． 「家庭や地域活動」を優先している 

３． 「個人の生活」を優先している 

４． 「仕事」と「家庭や地域活動」を優先している 

５． 「仕事」と「個人の生活」を優先している 

６． 「家庭や地域活動」と「個人の生活」を優先している 

７． 「仕事」と「家庭や地域活動」と「個人の生活」の３つとも大切にしている 

８． その他（具体的に                                                ） 

 

 

問11 一般的なこととして、女性の就労と結婚、出産、子育てとのかかわりについて、あなたの考えに最も近

いものを選んでください。（○は１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 １． 女性は仕事に就かない方がよい 

 ２． 結婚までは仕事に就き、結婚後は家庭のことに専念するのがよい 

 ３． 子どもができるまで仕事に就き、子どもができたら家事や子育てに専念するのがよい 

 ４． 子育ての時期だけ一時やめ、その後はフルタイムで仕事を続けるのがよい 

 ５． 子育ての時期だけ一時やめ、その後はパートタイムで仕事を続けるのがよい 

 ６． 結婚、出産に関わらず、仕事を続ける方がよい 

 ７． その他（具体的に                                                              ） 

 ８． わからない 
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ユニボイス 

配置場所 

問12  女性の方  → あなたの場合、実際の働き方は、どれにあたりますか。またはどのようにされるつもり

ですか。（○は１つ） 

 男性の方  → あなたに配偶者がいる場合、あなたの配偶者の実際の働き方は、どれにあたります

か。またはどのようにされると思いますか。配偶者がいない方も、仮にいると想定し

てお答えください。（○は１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問13 男性が家事、子育て、介護、地域活動などに積極的に参加していくためには、どのようなことが必要だ

と思いますか。（〇は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問14 災害時において、性別や年齢などによる違いや多様性に配慮した災害対応をしていくためには、日頃

からどのようなことを行っていく必要があると思いますか。（〇は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 １． 男性のための、家事・子育て・介護などの情報提供を行う 

 ２． 男性が参加しやすい方法や場づくりをする 

 ３． 男性が子育てや介護を行うための仲間（ネットワーク）づくりをすすめる 

 ４． 講習会や研修等を行い、男性の家事・子育て・介護の技能を高める 

 ５． 男性に対して、仕事中心の生き方や考え方を見直すための機会をつくる 

 ６． 社会の中で、男性が家事・育児・介護に参画することに対する評価を高める 

 ７． 事業主や企業に対して、長時間労働の削減など、仕事と生活の両立の重要性について啓発を行う

 ８． その他（具体的に                                                            ） 

 ９． 特にない 
 １． 防災に関する会議の女性委員の割合を増やす 

 ２． 男女共同参画の視点を取り入れた防災の研修・講座の実施 

 ３． 性別にかかわらず多様な人が多く参加する防災訓練の実施 

 ４． 男女共同参画の視点を取り入れた啓発冊子やマニュアルの作成・配布 

 ５． 地域で防災活動に参画する女性リーダーの養成 

 ６． 日頃から性別にかかわらず多様な人が協力して地域のことを進める 

   ７． その他（具体的に       ） 

   ８． 特に必要なことはない 

 １． 結婚、出産に関わらず、仕事を続けている（続けていた／続けるつもり） 

 ２． 子育ての時期だけ一時やめ、その後はフルタイムで仕事を続けている（続けていた／続けるつもり） 

 ３． 子育ての時期だけ一時やめ、その後はパートタイムで仕事を続けている（続けていた／続けるつもり） 

 ４． 子どもができるまで仕事に就き、子どもができたら家事や子育てに専念している（専念していた／

専念するつもり） 

 ５． 結婚までは仕事に就き、結婚後は家庭のことに専念している（専念していた／専念するつもり） 

 ６． 仕事に就いたことはない（就くつもりはない） 

 ７． その他（具体的に                                                            ） 

 ８． わからない 
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ユニボイス 

配置場所 

問15 セクシュアル・ハラスメントについておたずねします。あなたは、職場や学校、地域などで次のような行

為をされたことがありますか。 

（○はいくつでも）
職場で 学校で 地域で 

受けたこ

とがない 

ア 年齢や身体のことについて、不愉快な意見や冗談を

言われる 
１ ２ ３ ４ 

イ 卑わいな言葉をかけられたり、わい談をされる １ ２ ３ ４ 

ウ 身体をじろじろ見られる １ ２ ３ ４ 

エ わざと身体に触られる １ ２ ３ ４ 

オ 宴会などでお酌やデュエットを強要される １ ２ ３ ４ 

カ 性的なうわさを流される １ ２ ３ ４ 

キ しつこく交際を求められる １ ２ ３ ４ 

ク 性的な行為を強要される １ ２ ３ ４ 

 

問16 あなたは、次のようなことが配偶者・パートナーや恋人の間で行われた場合、暴力だと思いますか。 

（○はそれぞれ１つ）

ど
ん
な
場
合
で
も
暴

力
に
あ
た
る
と
思
う

暴
力
に
あ
た
る
場
合

も
そ
う
で
な
い
場
合

も
あ
る
と
思
う 

暴
力
に
あ
た
る
と
は

思
わ
な
い 

ア なぐる、ける １ ２ ３ 

イ 物を投げる １ ２ ３ 

ウ 何を言っても長時間無視し続ける １ ２ ３ 

エ 大声でどなる １ ２ ３ 

オ 「誰のおかげで生活できるんだ」「甲斐性なし」などの人

格を否定するような言葉を言う 
１ ２ ３ 

カ なぐるふりをして、おどす １ ２ ３ 

キ 刃物などを突きつけて、おどす １ ２ ３ 

ク いやがっているのに性的な行為を強要する １ ２ ３ 

ケ 見たくないのにポルノビデオを見せる １ ２ ３ 

コ 裸の写真を撮り、インターネットに流したりする １ ２ ３ 

サ 生活費を渡さない １ ２ ３ 

シ 交友関係や行き先、電話・メールなどを細かく監視する １ ２ ３ 
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ユニボイス 

配置場所 

問17 あなたは、これまでに交際相手がいましたか。（結婚している方は結婚前について）（○は１つ） 

 

 

 

 

《交際相手のいた（いる）方におたずねします。》 

問18 これまでに交際相手が、あなたに対して次のようなことをしたことがありますか。 

（○はそれぞれ１つ）

何
度
も 

あ
っ
た 

１
˜
２
度

あ
っ
た 

ま
っ
た
く

な
い 

ア なぐったり、けったり、物を投げたり、突き飛ばしたりする等 １ ２ ３ 

イ 人格を否定するような暴言、大声でどなる、長時間無視する、のの

しる、脅迫する等 
１ ２ ３ 

ウ 性行為を強要する、避妊に協力しない、中絶を強要する等 １ ２ ３ 

エ 生活費を渡さない、仕事をして収入を得ることを制限する、貯金を

勝手に使われる、相談なく借金を重ねる等 
１ ２ ３ 

オ 外出や親族・友人との付き合いを制限する、電話やメールを細か

くチェックする等 
１ ２ ３ 

 

《全員におたずねします。》 

問19 あなたは結婚（事実婚を含む）していますか。（○は１つ） 

 

 

 

 

 

《これまで結婚（事実婚を含む）したことのある方におたずねします。》 

問20 これまでに配偶者・パートナーが、あなたに対して次のようなことをしたことがありますか。 

（○はそれぞれ１つ）

何
度
も 

あ
っ
た 

１
˜
２
度

あ
っ
た 

ま
っ
た
く

な
い 

ア なぐったり、けったり、物を投げたり、突き飛ばしたりする等 １ ２ ３ 

イ 人格を否定するような暴言、大声でどなる、長時間無視する、のの

しる、脅迫する等 
１ ２ ３ 

ウ 性行為を強要する、避妊に協力しない、中絶を強要する等 １ ２ ３ 

エ 生活費を渡さない、仕事をして収入を得ることを制限する、貯金を

勝手に使われる、相談なく借金を重ねる等 
１ ２ ３ 

オ 外出や親族・友人との付き合いを制限する、電話やメールを細か

くチェックする等 
１ ２ ３ 

カ 子どもの前で暴力をふるったり、子どもに暴力をふるう １ ２ ３ 
 
   

１．交際相手がいた（いる）   ２．いなかった 

１． 結婚していない（したことがない）  ２． 結婚したが、離婚または死別した 

３． 結婚している    ４． 結婚していないがパートナーと暮らしている 
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ユニボイス 

配置場所 

《問 18・問 20 で、ひとつでもされたことがあったと答えた方におたずねします。》 

問21 そのことをだれか（どこか）に相談しましたか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《問 21 で「13．相談したかったが、しなかった（できなかった）」「14．相談しようと思わなかった」と答えた方におた

ずねします。》 

問22 相談しなかった、しようと思わなかったのはなぜですか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 １． 家族や親族      ２． 友人・知人 

 ３． 茨木市配偶者暴力相談支援センター   ４． 男女共生センターローズ WAM 

 ５． 市役所の相談窓口     ６． 大阪府女性相談センター 

 ７． 性暴力救済センター・大阪 SACHICO   ８． 警察 

 ９． 3～8 以外の公的な機関 

10． 民間の専門家や専門機関（弁護士・カウンセリング機関・民間シェルターなど） 

11． 医療機関 

12． その他（具体的に                                                            ） 

13． 相談したかったが、しなかった（できなかった） 

14． 相談しようと思わなかった 

 １． どこ（だれ）に相談してよいのかわからなかったから 

 ２． 恥ずかしくてだれにも言えなかったから 

 ３． 相談相手の言動によって不快な思いをさせられると思ったから 

 ４． 他人を巻き込みたくなかったから 

 ５． そのことについて思い出したくなかったから 

 ６． 相談することで自分が傷つきたくなかったから 

 ７． 相手の仕返しが怖かったから（暴力・いやがらせなど） 

 ８． 世間体が悪いと思ったから 

 ９． 知られると仕事や学校などで今まで通りのつきあいができなくなると思ったから 

10． 「誰にも言うな」と脅されたから 

11． 監視が厳しく連絡や相談ができなかった 

12． 相談してもむだだと思ったから 

13． 自分さえがまんすれば、なんとかこのままやっていけると思ったから 

14． 自分にも悪いところがあると思ったから 

15． 相談するほどのことではないと思ったから 

16． 自分が受けている行為が暴力とは認識していなかったから 

17． 相手の行為は愛情の表現だと思ったから 

18． その他（具体的に                                                          ） 
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ユニボイス 

配置場所 

《全員におたずねします。》 

問23 あなたはLGBTをはじめとするセクシュアルマイノリティ※について、どの程度知っていますか。 

（○はひとつ） 

 

 

 

※LGBT･･･問 9 のセクシュアルマイノリティの解説をご参照ください。 

 
 
問24 あなたは、今までに性自認（自分で自分の性別をどう思うか）または性的指向（どんな性別の人を好

きになるか）に悩んだことがありますか。（○はひとつ） 

 

 

 
 
問25 ＬＧＢＴをはじめとするセクシュアルマイノリティにとって、現状は生活しづらい社会だと思いますか。 

（○はひとつ） 

 

 

 

 
 
《問 25 で「1．そう思う」「2．どちらかといえばそう思う」と答えた方におたずねします。》 

問26 どのようなことが生活しづらい社会にしていると思いますか。（〇はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 １． 家族、友人など周囲の人に相談できない 

 ２． カミングアウト後、周囲の理解が得られない・態度が変化する 

 ３． いじめ（悪口・いやがらせなど）を受ける 

 ４． 住居選択において偏見・差別がある 

 ５． 医療の場において偏見・差別がある 

 ６． 就職・就業において偏見・差別がある 

 ７． 福利厚生において偏見・差別がある 

 ８． 自認する性と異なるふるまいを強要される（服装など） 

 ９． 自認する性として利用できる施設・設備が少ない（トイレ・更衣室など） 

10． 夫婦と同様に、同性パートナーとの関係を認めてもらえない 

11． セクシュアルマイノリティの権利を守るための法整備が進んでいない 

12． 行政機関などの相談・支援体制が不十分である 

13． 性別の記入を求められる書類が多い 

14． その他（具体的に                                                            ） 

 １． 言葉も意味も両方知っている     ２． 言葉だけは知っている    ３． 言葉も知らない 

 １． ある       ２． ない 

 １． そう思う      ２． どちらかといえばそう思う 

 ３． どちらかといえばそう思わない    ４． そう思わない 
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ユニボイス 

配置場所 

《全員におたずねします。》 

問27 市のセクシュアルマイノリティ支援に関する取組を知っていますか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

問28 あなたは、男女共生センター ローズＷＡＭをご存じですか。（○は１つ） 

 

 

 

 

 

《問 28 で「１．知っており、利用したことがある」と答えた方におたずねします。》 

問29 どういったことで利用されましたか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 １． 知っており、利用したことがある   ２． 知っているが、利用したことはない 

 ３． 知らない 

 １． ローズＷＡＭまつりに参加 

 ２． ローズＷＡＭの講座やセミナーを受講 

 ３． 電話相談や面接相談を利用 

 ４． ホール、交流サロン（フリースペース）、会議室などの利用 

 ５． 図書やビデオなどの貸出 

 ６． 喫茶「ぱーとなー」の利用 

 ７． その他（具体的に                                                          ） 

 １． いばらきにじいろ相談     ２． いばらきにじいろスペース 

 ３． 啓発リーフレット（タイトル未定）    ４． いずれも知らない 
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ユニボイス 

配置場所 

あなた自身についておたずねします。 

《全員におたずねします。》 

問30 この５年間くらいのあいだの茨木市の状況についておたずねします。あなたご自身の経験に照らして、

あなたの考えに最も近いと思うものを選んでください。 

（○はそれぞれ１つ）

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い 

そ
う
思
わ
な
い 

わ
か
ら
な
い 

ア 男女（ジェンダー）平等の考え方が浸透してい

る 
１ ２ ３ ４ ５ 

イ 子育て支援策が充実し、男女がともに働き続け

やすいまちになっている 
１ ２ ３ ４ ５ 

ウ 介護支援策が充実し、男女がともに働き続けや

すいまちになっている 
１ ２ ３ ４ ５ 

エ 男性の子育て・介護への参画が進んでいる １ ２ ３ ４ ５ 

オ 職場や地域で活躍する女性が増えた １ ２ ３ ４ ５ 

カ 市のセクシュアル・ハラスメントや DV などへの

対応が進んでいる 
１ ２ ３ ４ ５ 

 

 

 

 
 

F1 あなたの性別は。（○は１つ） ※統計的な分析に必要であるため性別等をおたずねします。 

 

 

 

 

F2 あなたの年齢は。（○は１つ） 

 

 

 

 

   

１． 女性   ２． 男性    ３．（    ） 

わからない、答えたくないなど自由にお書きください

１． 18～19 歳  ２． 20～29 歳  ３． 30～39 歳  ４． 40～49 歳 

５． 50～59 歳  ６． 60～69 歳  ７． 70 歳以上 
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ユニボイス 

配置場所 

１． 勤め人（正規の社員や職員） 

２． 勤め人（臨時・パートアルバイト等非正規社員や職員） 

３． 自営業主 

４． 家族従業員 

５． 家事専業（専業主婦・主夫） 

６． 無職（家事専業を除く） 

７． 定年退職して無職 

８． 学生 

９． その他（具体的に              ）

１． 専門・技術職 

２． 営業職 

３． 流通・サービス職 

４． 事務職  

５． 生産・製造・建設などの労務職 

６． その他（具体的に                  ） 

 １． ３歳未満       ２． ３歳以上就学前

 ３． 小学生       ４． 中学生 

 ５． 高校生       ６． それ以上 

F3 あなたの家族構成は。（○は１つ） 

 

 

 

 

 

 

F4 あなたのお子さんの人数は。 

（別居を含む）（○は１つ） 

 

 

 

 

 

 

F5 あなたの職業は。（○は１つ）    F5-1 あなたの仕事の内容は。（○は１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F6 あなたの配偶者・パートナーは、現在、収入を得る仕事をしていますか。（○は１つ） 

 

 

 

◆男女共同参画社会に関して、ご意見やご感想がございましたらご自由にお書きください。        
質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 

ご多忙の中、誠に恐縮ですが、この調査票のみを同封の返信用封筒に入れ、●月●日（●）までに 

お近くの郵便ポストにご投函ください。（切手を貼る必要はありません。） 

１． １人世帯    ２． 一世代世帯（夫婦またはパートナーと自分だけ） 

３． 二世代世帯（親と子）   ４． 三世代世帯（親と子と孫） 

５． その他の世帯（具体的に                                                        ） 

１． １人   ２． ２人 

３． ３人   ４． ４人以上 

５． 子どもはいない 

Ｆ４-1 あなたの一番下のお子さんは。 

（○は１つ） 

１． している  ２． していない  ３． 配偶者・パートナーはいない 
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ユニボイス 

配置場所 

 

よくあるご質問 
 

１．調査票が自分に届いたのはなぜですか？ 

今回の調査にご協力をお願いしているのは、茨木市にお住まいの 18 歳以上の方 2,000 人です。住民

基本台帳から無作為に抽出し選ばれた皆さまに、調査票をお送りしています。 

 

２．回答することで自分の情報が漏
ろ う

えいすることはありませんか？ 

調査票には「質問に対する回答」と「性別や年代やお住まいの地域など分析に必要な項目」のみを記

入していただきます。調査票を返送することで、個人が特定されることはありません。調査票や返信用封筒

には、名前や住所などの情報は一切書かずにご返送ください。 

 

３．回答した結果はどう使うのですか？ 

いただいた回答は、個人が特定されないようすべて数値に置き換え、統計的に処理をしたうえで、集計

結果をホームページや報告書によって公表いたします。調査結果は、今後、市の施策を進めるにあたっての

基礎資料とさせていただきます。 

 

４．回答しなくてもいいですか？ 

今回の調査は任意でご協力いただくものですが、より正確な調査とするために一人でも多くの方に回

答いただきたいと考えております。調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますよう、よろしくお願い

いたします。 

 

５．いつまでに何を送ればいいですか？ 

この調査票のみを同封の返信用封筒に入れ、●月●日（●）までにお近くの郵便ポストにご投函くださ

い。切手を貼る必要はありません。 
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配置場所 

【別紙】用語解説 

 

 男女共同参画社会  

男女が社会の対等なパートナーとして、社会のあらゆる分野の活動に参画し、利益を享受するとともに責任を担う社会。 

 女子差別撤廃条約  

1979 年に国連総会において日本を含む 130 カ国の賛成によって採択された条約。日本は国内法整備などを行い

1985 年に批准した。 

 男女雇用機会均等法  

採用や昇進、職種の変更等で、男女で異なる取り扱いを禁止した法律。セクシュアル・ハラスメント対策、ポジティブ・アク

ションの促進、マタニティ・ハラスメント（⑩参照）防止などの改正が行われている。 

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）  

配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

を図ることを目的とする法律。「配偶者」には、事実婚や離婚後の元配偶者を含み、男女の別を問わない。 

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）  

働く場面で活躍したいという希望をもつ女性が活躍できるよう、一定規模以上の企業等に取組を義務づけた法律。 

 ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）  

働く人が「仕事」も「生活」（育児や介護、趣味、地域活動など）も充実させて豊かな人生を送ることをめざす働き方、生

き方のこと。 

 ポジティブ・アクション（積極的改善措置）  

社会的・構造的な差別によって不利益を被っている集団に対して、一定の範囲で特別の機会を提供して実質的な機会

均等の実現を目的として講じる暫定的な措置のこと。 

 アンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み）  

過去の経験や周りの環境などから、自分自身では気づかないうちに身についたものの見方やとらえ方の偏りのこと。だ

れもがもつものであるが、アンコンシャス・バイアスによる押しつけや決めつけがあると、相手を不快にさせたり、人間関

係に悪影響を及ぼしたりする。性別に基づくアンコンシャス・バイアスは、就労の場や地域社会、学校現場、メディア、家庭

等のあらゆる場面において無意識に男女の役割に対する固定的な価値観を与えることがある。 

 茨木市男女共同参画計画  

平成 14 年に策定（平成 24 年に第２次計画策定、平成 29 年に第２次計画改訂版策定）。男女共同参画社会基本法

に基づき、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、職場・家庭・地域社会等のあらゆる分野において、

性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現に向けた本市の取組の

推進を目的とする。 

 ジェンダー（社会的性別）  

「性別」として社会的・文化的に形成された男女間の差異のこと。両性の単なる差異ではなく、生まれついての生物学的

性別（セックス／sex）とは別に、それぞれの社会や文化によってつくり上げられた、不平等な社会関係を含む。 

 ＬＧＢＴ  

Ｌ：レズビアン（女性の同性愛者）、Ｇ：ゲイ（男性の同性愛者）、Ｂ：バイセクシュアル（両性愛者）、Ｔ：トランスジェンダー

（身体と心の性が一致せず、そのずれに違和感がある人。体の性別と異なる性別で生きるまたは生きたい人）の頭文字

をとった言葉で、セクシュアルマイノリティを指して使われることもある。   



3 

 

 

ユニボイス 

配置場所 

 

 ＳＯＧＩ  

性的指向（好きになる性/Sexual Orientation）、性自認（心の性/Gender Identity）それぞえのアルファベットの頭

文字を取った、すべての人がもつ性にかかわる属性を表す言葉。 

 デートＤＶ  

交際中のカップル間で起こる暴力のこと。相手を自分の思いどおりにコントロールしようとする態度や行動。 

 SDGｓ  

平成 27（2015）年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された

2030 年までに持続可能でより良い世界をめざす国際目標。17 のゴール・169 のターゲットから構成され、地球上の

「誰一人取り残さない」ことを誓っている。5 番目のゴール「ジェンダー平等の実現」は、目標のひとつであるだけでなく、

すべての目標達成に不可欠という認識がもたれている。 

 ダイバーシティ（多様性）  

性別、年齢、国籍、セクシュアリティ、障害などにおける「多様性」のこと。 

 マタニティ・ハラスメント  

妊娠・出産・育児休業等を理由とした嫌がらせや不利益取扱いのこと。 

パタニティ・ハラスメント  

パタニティは父性という意味で、パタニティ・ハラスメントは子育て中の父親への職場等での嫌がらせのこと。男性社員

が育児休業や短時間勤務を取りにくくなるような言動や「育児は女性の役割」という考え方を押しつける言動などが挙

げられる。 
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ユニボイス 

配置場所 

相談事業の概要 

相談名 実施日 時間 内容 相談担当者 備考

女性電話相談 
月～土曜日 

(火曜・祝日除く) 

午前 10：00～ 

午後  4：00 

子育て、介護、健康、人間

関係など女性を取り巻く

様々な悩みに関する電話

相談 

相談担当職員  

女性面接相談 
月～土曜日 

(火曜・祝日除く) 

午前 10：00～ 

午後  4：00 

子育て、介護、健康、人間

関係など女性を取り巻く

様々な悩みに関する面接

相談 

婦人相談員 要予約 

男性電話相談 第３・４水曜日 
午後 6：30～ 

午後 9：30 

生き方、子育て、家族問

題、職場、社会生活など、

男性を取り巻く様々な悩

みに関する電話相談 

専門男性相談員  

女性法律相談 第３木・土曜日 
午前 9：30～ 

午後 0：30 

離婚、家族問題、金銭問

題、近隣トラブルなど法律

上の悩みに関する相談 

女性弁護士 要予約 

女性おしごと 

相談 

偶数月 

 第２金曜日 

奇数月 

 第２土曜日 

午前 9：30～ 

午後 0：30 

求職、就職、働き方、職場

でのことなどの相談 

女性キャリアカ

ウンセラー 
要予約 

ＤＶ、デートＤＶ

に関する 

電話相談 

月～土曜日 

（祝日除く） 

午前 9：00～ 

午後 5：00 

配偶者、パートナー等から

の暴力、ストーカーなどに

関する相談 

茨木市配偶者

暴力相談支援

センターが受付 

 

ＤＶ、デートＤＶ

に関する 

面接相談 

月～土曜日 

（祝日除く） 

午前 9：00～ 

午後 5：00 

配偶者、パートナー等から

の暴力、ストーカーなどに

関する相談 

茨木市配偶者

暴力相談支援

センターが受付 

要予約 

※緊急の

場合は予

約 い ら な

い 

 


